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1

設計業務にあたる者
（文化観光施設(物
販・飲食施設)事業
及び勝連城跡公園
事業）

募集要項 15 18 第２_１_（３）_ア

業務をJV形式で複数社にて共同で実施する場合、JV毎に協
定書を締結し提出することが必要になりますか？
コンソーシアムに加盟せず、構成員や協力企業から業務委
託で業務を受ける場合は、特に入札参加資格は取得する必
要はない、という理解で間違いないでしょうか。（また、JVで協
力企業になる場合、新たに入札参加資格を取得する必要は
ありますでしょうか。）

本事業における各業務を複数者のJVで担当する場合、当該
業務に係るJV協定書は、市に提出する必要はありません。
代表企業、構成員、協力企業以外の企業は、参加資格要件
を満たす必要はありません（協力企業は、参加資格要件を満
たす必要があります）。

2

維持管理業務にあた
る者（勝連城跡事
業、文化観光施設事
業及び勝連城跡公
園事業）

募集要項 16 15 第２_１_（３）_エ

2013 年（平成 25 年）4 月 1 日以降に、公共施設の運営業務
実績（指定管理者等）を有していること。とありますが、うるま
市に本社所在地を置く新設法人で運営業務を行いたい場
合、入札前に登記する必要はなく、優先交渉者に選定されて
から会社設立しても問題ない、という理解で間違いないでしょ
うか。（うるま市参加資格を有すれば良いの認識で間違いな
いでしょうか）

維持管理運営業務にあたる者（勝連城跡事業、文化観光施
設事業及び勝連城跡公園事業）の参加資格要件では、（ｲ）・
（ｳ）の通り実績要件を設けているため、応募の段階では（ｱ）
～（ｳ）を満たす事業者の体制構築が必要です。
優先交渉権者に選定された後に維持管理運営業務にあたる
者が本市に本社所在地を置く新法人を設立する場合は、新
法人が応募段階における維持管理運営業務にあたる者の有
する人員・ノウハウ等を継承し、要求水準書や提案書類等に
記載の内容を十分に遂行できること等が確認できることを前
提に、本市との協議により新会社の設立の可否を判断するこ
とになります。

3

運営業務にあたる者
（文化観光施設事業
及び勝連城跡公園
事業）

募集要項 16 26 第２_１_（３）_オ
運営業務にあたる者は、構成員とし、、、とありますが、構成
員は他の業務（維持管理業務等）を担っても良いでしょうか

ご認識の通りです。

4
SPC の設立に関す
る事項

募集要項 18 24 第２_３_ア
登記簿謄本上の本社所在地を市内とするとありますが、本社
所在地はあまわりパークの所在地と同じでも良いでしょうか

可能です。

5
参加資格に関する事
項

募集要項 21 5 第３_２
別添資料 2「様式集」に示すとおりとする。とありますが、入札
参加資格の手続きに関する資料は　いつ公表されますでしょ
うか？

別添資料 2「様式集」は公表済みですので、ご確認ください。
参加資格を有していない場合の手続きに関する資料は、別
添資料 2「様式集」のp3に記載の通り、希望者に電子データ
をメールにより配布いたします。

6 参加表明書等 様式集 2 22 第２_２
参加表明書等の添付資料（印鑑証明書・納税証明書・商業
登記簿謄本等）について、１つの企業が複数の業務に当たる
場合は１部でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

7 提出方法 様式集 3 2 第２_２_（１）
「以下の提出先に郵送すること。」とありますが、募集要項の
記載通り持参又は郵送でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

勝連城跡周辺整備事業 募集要項等に関する質疑・意見回答
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